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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性の判定方法であって、冷蔵温度で保存
される加熱調理済み食品に０～１０℃の低温領域で繁殖する微生物の増殖を促進する栄養
分を加えて容器に充填し、加熱調理済み食品を充填した容器を、発熱量測定装置の測定槽
内に配置し、測定槽の温度を１５～２８℃の範囲内の一定温度に維持して発熱量を経時的
に測定し、当該加熱調理済み食品を充填した容器を測定槽内に配置してから１２～２０時
間経過した所定の時点（TＡ）における発熱量の多少によって当該加熱調理済み食品の安
全性を判定することを特徴とする、０～１０℃の冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品
の安全性の判定方法。
【請求項２】
　０～１０℃の低温領域で繁殖する微生物が、０～１０℃で繁殖する耐熱性菌である請求
項１に記載の判定方法。
【請求項３】
　容器への冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の充填量が、容器の内容積１０ｍｌ当
たり１～３ｇである請求項１または２に記載の判定方法。
【請求項４】
　所定の時点（ＴＡ）での発熱量の多少による安全性の判定を、
（ａ）所定の時点（ＴＡ）での発熱量の測定値が、基準値を超えていない場合に安全性が
合格と判定し、一方基準値を超えている場合に安全性が不合格と判定することによって行
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うか；
（ｂ）冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品を充填した容器を測定槽内に配置した時点
（Ｔ０）から所定の時点（ＴＡ）までの発熱量の積分値（△Ｈａ）が、基準の積分値を超
えていない場合に安全性が合格と判定し、一方基準の積分値を超えている場合に安全性が
不合格と判定することによって行うか；或いは、
（ｃ）冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品を充填した容器を測定槽内に配置してから
一定の時間が経過した時点（ＴＢ）［但し時点（ＴＢ）は時点（ＴＡ）よりも前の時点で
ある］と所定の時点（ＴＡ）までの間の発熱量の積分値（△Ｈｂ）が、基準の積分値を超
えていない場合に安全性が合格と判定し、一方基準の積分値を超えている場合に安全性が
不合格と判定することによって行う；
請求項１～３のいずれか１項に記載の判定方法。
【請求項５】
　発熱量測定装置の測定槽が、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品を充填した容器を
収容し且つ容器に充填した当該加熱調理済み食品の発熱量を測定するセンサーを有するヒ
ートシンク並びにヒートシンクの外側を包囲する空気循環槽、当該空気循環槽の外側を包
囲する恒温水循環槽および当該恒温水循環槽の外側を包囲する断熱層よりなるヒートシン
クの温度を一定に保つための手段を備え、当該測定槽のヒートシンク内に加熱調理済み食
品を充填した容器を収容して発熱量を測定して冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の
安全性を判定する、請求項１～４のいずれか１項に記載の判定方法。
【請求項６】
　冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品に０～１０℃の低温領域で繁殖する微生物の増
殖を促進する栄養分を加えて容器に充填したものと比熱容量が等しく、微生物増殖および
化学的反応熱を伴わないものを対照として使用し、当該対照による発熱量の測定値をノイ
ズとして加熱調理済み食品について測定された発熱量から引き算して、加熱調理済み食品
の発熱量を測定する請求項１～５のいずれか１項に記載の判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性の判定方法に関する。本発
明による場合は、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性を、従来よりも短い時
間で、簡単に、しかも正確に判定することができ、それによって食中毒などの恐れのない
、安全性に優れる加熱調理済み食品を速やかに市場に供給することができる。
【背景技術】
【０００２】
　共働き所帯、単身者所帯、高齢者所帯の増加などにより、家庭で調理する必要がなく、
購入して持ち帰るだけで、または購入して電子レンジなどで温めるだけで、そのまま食す
ることのできる種々の加熱調理済み食品が、その利便性から近年広く販売され需要が延び
ている。そのような加熱調理済み食品の代表としては、デパートの地下、スーパーマーケ
ット、コンビニエンスストアなどで販売されている加熱調理済みの各種総菜を挙げること
ができる。また、加熱調理済み食品は、単品の総菜としてそのまま販売されるだけでなく
、店舗などで販売される持ち帰り弁当に詰め合わせる食品素材としても利用されており、
更に飲食店などにおいても用いられるようになっている。
【０００３】
　総菜などの加熱調理済み食品は、通常０～１０℃の冷蔵温度で保存および流通されてお
り、食品の種類にもよるが、流通時をも含めて冷蔵温度に維持して保存した場合には、そ
の消費期限は一般に製造してから１～２日間程度が目安とされている。
　冷蔵温度で保存および流通される総菜などの加熱調理済み食品において、その製造段階
などで細菌などの有害な微生物が多く含まれていると、冷蔵温度で保存しても消費期限前
に有害微生物が増殖して食中毒などを起こす恐れがある。
　食品の安全性および衛生性に対する要望や規制がますます強くなっており、そのことは
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総菜などの加熱調理済み食品においても例外ではない。かかる点から、冷蔵温度で保存お
よび流通される加熱調理済み食品においても、出荷前に安全性の検査を行うことが求めら
れるようになっている。
【０００４】
　冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性の検査に当っては、他の食品と同様に
、当該加熱調理済み食品の一部を試料として採取し、その試料を細菌などの有害微生物の
増殖促進成分を含有する寒天培地などに接種して培養し、培地に形成された有害微生物の
コロニー数を目視などによって数える方法が従来から広く採用されている。
　しかしながら、この方法による場合は、目視によって数えることのできるコロニーを形
成させるために、通常、２～３日の培養を行う必要がある。そのため、冷蔵温度で保存さ
れる加熱調理済み食品の安全性の検査を、その製造直後に開始したとしても、当該加熱調
理済み食品の安全性の検査が終了して安全性が確認されてから当該食品を出荷しようとす
れば、製造して２日以上も経った後に出荷されることになり、出荷時点で食品の味、風味
、外観などが製造直後に比べてかなり低下していることがある。しかも、安全性の検査に
長い時間がかかったことによって、出荷時点と消費期限との間の期間が短くなって市場で
販売できなくなるため売り上げの減少を招く。
【０００５】
　寒天培地などを用いて培養することによって形成されるコロニー数を数えて食品の安全
性を判定する上記した方法に代えて、食品などの試料から発生する熱量を測定して食品試
料中の微生物の有無や微生物の活性状態を測定するようにした方法およびそのための装置
が知られている（特許文献１）。この特許文献１には、試料を２５～４０℃の範囲内の一
定温度に維持して試料から発生する熱量を測定することが記載されているが（引用文献１
の段落００１３）、実際には、特許文献１の全ての実施例において試料を３０℃に維持し
て試料からの発熱量を５０時間以上の長時間をかけて測定している。
【０００６】
　特許文献１に記載されている方法による場合は、培地に形成されたコロニー数を数える
方法に比べて操作が簡単で、検査時間もやや短縮される。しかしながら、本発明者らが、
特許文献１に記載されている方法を、冷蔵温度という特定の温度で保存される加熱調理済
み食品に適用して、その安全性の判定を試みたところ、安全性の判定に未だ４８時間以上
という長い時間を要し、製造後に出来る限り速やかに市場に流通・販売することが求めら
れている冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性の判定には適していないことが
判明した。しかも、特許文献１の方法にしたがって行った安全性の判定結果が、冷蔵温度
で保存される加熱調理済み食品の実際の安全性の有無と必ずしも合致しない場合があり、
実際は安全性に問題がないのに安全性に欠けるとする結果がでたり、逆に安全性に問題が
あるのに安全であるとする結果がでる恐れがあることが判明した。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１２５７９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性を、簡単な操作で、
従来よりも短縮された時間で速やかに且つ正確に判定することのできる方法を提供するこ
とである。
　本発明の目的は、判定結果と冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の実際の安全性と
の間に食い違いがなく、信頼性の高い、安全性の判定方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは上記の目的を達成すべく種々検討を重ねてきた。冷蔵温度で保存される加
熱調理済み食品では、当該加熱調理済み食品が実際に食される時点で、一般生菌数が当該
加熱調理済み食品１ｇ当り１．０×１０5ｃｆｕ以下が望ましいとされている（「弁当及
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びそうざいの衛生規範について」）。
　そこで、加熱調理後に冷蔵温度で保存される食品において、その出荷段階での一般生菌
数が１．０×１０5ｃｆｕ／ｇ以下であって安全であることを早期に簡単に確認できるよ
うにするためには、どのような検査方法を採用すればよいかについて色々検討を続けてき
た。
【００１０】
　その結果、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品から採取した試料を培地に接種して
培養を行って培地に形成されたコロニー数を数える方法は、手間および時間がかかり、加
熱調理後に速やかに出荷する必要のある、冷蔵温度で保存される食品の安全性の判定には
適さないことが判明した。
　一方、特許文献１に記載されているような、試料から発生する熱量を測定する方法は、
コロニーを形成させる方法に比べて、簡便で、時間の短縮が可能であるが、特許文献１に
記載されている方法を冷蔵温度で保存される加熱調理済みの食品の安全性の判定方法とし
てそのまま適用した場合には、安全性を未だ短時間に正確に判定できず、特別の工夫およ
び改良が必要であることが判明した。
【００１１】
　そのような状況下に本発明者らは更に検討を続けてきた。その結果、冷蔵温度で保存さ
れる加熱調理済み食品に、０～１０℃の低温領域で繁殖する微生物の増殖を促進する栄養
分、特に０～１０℃で繁殖する耐熱性菌（その中でも特にバチルス属、クロストリジウム
属、ストレプトコッカス属の菌）の増殖を促進する栄養分を加えて、特許文献１の実施例
で採用されているよりも低い、１５～２８℃という特定の温度範囲内のうちの一定の温度
に維持しながら発熱量を経時的に測定して、所定の時点においてその発熱量の多少によっ
て安全性を判定すると、発熱量の測定開始から１２～２０時間以内に、冷蔵温度で保存さ
れる加熱調理済み食品の安全性を速やかに且つ正確に確認できることを見出した。特に、
当該加熱調理済み食品が冷蔵温度に維持されて保存される限りは、少なくとも消費期限内
においては安全性に問題がないか否かを従来よりも速やかに判定できることを見出した。
【００１２】
　また、本発明者らは、前記の判定を行うに当たっては、前記した１２～２０時間以内の
所定の時点での発熱量自体の値の大小によって判定する方法、当該所定の時点までの発熱
量の積分値の大小によって判定する方法などが採用できることを見出した。
　さらに、本発明者らは、前記した判定方法を採用するに当たっては、冷蔵温度で保存さ
れる加熱調理済み食品を容器内に所定の量で充填し、それを、発熱量を測定するセンサー
を有するヒートシンク並びにヒートシンクの外側を包囲する空気循環槽、当該空気循環槽
の外側を包囲する恒温水循環槽および当該恒温水循環槽の外側を包囲する断熱層よりなる
ヒートシンクの温度を一定に保つための手段を有する測定槽を備える発熱量測定装置を使
用し、当該発熱量測定装置における測定槽のヒートシンク内に冷蔵温度で保存される加熱
調理済み食品を充填した容器を収容して実施するのが好ましいことを見出し、それらの種
々の知見に基づいて本発明を完成した。
【００１３】
　すなわち、本発明は、
（１）　冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性の判定方法であって、冷蔵温度
で保存される加熱調理済み食品に０～１０℃の低温領域で繁殖する微生物の増殖を促進す
る栄養分を加えて容器に充填し、加熱調理済み食品を充填した容器を、発熱量測定装置の
測定槽内に配置し、測定槽の温度を１５～２８℃の範囲内の一定温度に維持して発熱量を
経時的に測定し、当該加熱調理済み食品を充填した容器を恒温装置内に配置してから１２
～２０時間経過した所定の時点（TＡ）における発熱量の多少によって当該加熱調理済み
食品の安全性を判定することを特徴とする、０～１０℃の冷蔵温度で保存される加熱調理
済み食品の安全性の判定方法である。
【００１４】
　そして、本発明は、
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（２）　０～１０℃の低温領域で繁殖する微生物が、０～１０℃で繁殖する耐熱性菌であ
る前記（１）の判定方法；および、
（３）　容器への冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の充填量が、容器の内容積１０
ｍｌ当たり１～３ｇである前記（１）または（２）の判定方法；
である。
【００１５】
　さらに、本発明は、
（４）　所定の時点（ＴＡ）での発熱量の多少による安全性の判定を、
（ａ）所定の時点（ＴＡ）での発熱量の測定値が、基準値を超えていない場合に安全性が
合格と判定し、一方基準値を超えている場合に安全性が不合格と判定することによって行
うか；
（ｂ）冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品を充填した容器を測定槽内に配置した時点
（Ｔ０）から所定の時点（ＴＡ）までの発熱量の積分値（△Ｈａ）が、基準の積分値を超
えていない場合に安全性が合格と判定し、一方基準の積分値を超えている場合に安全性が
不合格と判定することによって行うか；或いは、
（ｃ）冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品を充填した容器を測定槽内に配置してから
一定の時間が経過した時点（ＴＢ）［但し時点（ＴＢ）は時点（ＴＡ）よりも前の時点で
ある］と所定の時点（ＴＡ）までの間の発熱量の積分値（△Ｈｂ）が、基準の積分値を超
えていない場合に安全性が合格と判定し、一方基準の積分値を超えている場合に安全性が
不合格と判定することによって行う；
前記（１）～（３）のいずれかの判定方法である。
【００１６】
　また、本発明は、
（５）　発熱量測定装置の測定槽が、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品を充填した
容器を収容し且つ容器に充填した当該加熱調理済み食品の発熱量を測定するセンサーを有
するヒートシンク並びにヒートシンクの外側を包囲する空気循環槽、当該空気循環槽の外
側を包囲する恒温水循環槽および当該恒温水循環槽の外側を包囲する断熱層よりなるヒー
トシンクの温度を一定に保つための手段を備え、当該測定槽のヒートシンク内に加熱調理
済み食品を充填した容器を収容して発熱量を測定して冷蔵温度で保存される加熱調理済み
食品の安全性を判定する、前記（１）～（４）のいずれかの判定方法；および、
（６）　冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品に０～１０℃の低温領域で繁殖する微生
物の増殖を促進する栄養分を加えて容器に充填したものと比熱容量が等しく、微生物増殖
および化学的反応熱を伴わないものを対照（リファレンス）として使用し、当該対照（リ
ファレンス）による発熱量の測定値をノイズとして加熱調理済み食品について測定された
発熱量から引き算して、加熱調理済み食品の発熱量を測定する前記（１）～（５）のいず
れかの判定方法；
である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の判定方法による場合は、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品が、少なくと
もその消費期限までは細菌などの有害微生物の増殖がないか又は繁殖が少なくて、安全に
食し得るか否かを、簡単な操作で、従来よりも短縮された時間で正確に判定することがで
きる。
　本発明の判定方法による場合は、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性が短
時間で判定できるため、安全性の判定を終了してから当該加熱調理済み食品を出荷するこ
とができ、それによって出荷される当該加熱調理済み食品に対する市場の信頼を保つこと
ができ、購入者は、その消費期限まで当該加熱調理済み食品を安心して使用したり、食し
たりすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
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　以下に本発明について詳細に説明する。
　本発明は、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品の安全性の判定方法である。
　ここで、本発明における「冷蔵温度」とは一般に０～１０℃の温度をいう。本発明で対
象としている「冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品」は、０～１０℃の範囲内の一定
温度（例えば、２℃、５℃、７℃または１０℃というような一定温度）で保存される加熱
調理済み食品であってもよいし、０～１０℃の範囲内の変動温度（保存時に温度が０～１
０℃の範囲内で変動する場合）で保存される加熱調理済み食品であってもよい。
　また、本発明における「冷蔵温度で保存される」とは、静置状態での冷蔵保存、移動状
態（流通、移送、出荷、販売など）での冷蔵保存、および静置状態での冷蔵保存と移動状
態での冷蔵保存の両方を伴う冷蔵保存を包含する。
　さらに、本発明における「冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品」は、加熱調理後に
冷蔵温度に維持された状態で保存、流通、移送、出荷、販売される食品であれば、食品の
種類は問わずいずれでもよい。また、本発明における「加熱調理済み食品」は、そのまま
で食し得るか又は電子レンジなどで温めるだけで食し得るように最終段階までの加熱調理
が行われた食品であってもよいし、または途中の段階までの加熱調理が施された食品であ
ってもよい。
【００１９】
　「冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品」の代表例としては、加熱調理済みの各種総
菜類（煮物、揚げ物、炒めもの、焼き物、加熱調理を伴う和え物、加熱調理を伴うサラダ
類など）のうち冷蔵温度で保存、流通、移送、出荷、販売されるもの、総菜以外の加熱調
理済みの食品材料（例えば、茹でタケノコ、水煮大豆、水煮レンコンなど）のうち冷蔵温
度で保存、流通、移送、出荷、販売されるものなどを挙げることができる。
　何ら限定されるものではないが、より具体的には、例えば、カボチャ煮、筑前煮、肉ジ
ャガ、煮豆、タケノコの煮物、フキの煮物、ニンジンの煮物、サツマイモの煮物、ジャガ
イモの煮物、シイタケの煮物、大根の煮物、魚介類の煮物、加熱調理済みの各種中華風煮
物、肉団子、空揚げ、テンプラ、フライ類、カツ類、揚げだし豆腐、焼き魚、焼き肉、キ
ンピラ、野菜炒め、焼きそば、卯の花、ポテトサラダ、ヒジキ煮、シュウマイなどの蒸し
物などであって、冷蔵温度で保存、流通、移送、出荷、販売されるものを挙げることがで
きる。
【００２０】
　本発明の判定方法を行うに当たっては、冷蔵温度で保存される加熱調理済み食品（以下
単に「冷蔵保存加熱調理済み食品」ということがある）の一部を試料として採取し、当該
試料に０～１０℃の低温領域で繁殖する菌の増殖を促進する栄養分を加えて容器に充填す
る。
　冷蔵保存加熱調理済み食品よりなる試料に前記栄養分を加えることによって、冷蔵保存
加熱調理済み食品の安全性を、１２～２０時間という従来よりも短縮された時間で確実に
判定することができる。前記栄養分を加えずに冷蔵保存加熱調理済み食品のみを容器に充
填して発熱量を測定した場合には、１２～２０時間では冷蔵保存加熱調理済み食品が安全
が否かを判定することが困難になり、安全性の判定に従来法と同じように通常４０時間以
上の長い時間が必要である。
【００２１】
　冷蔵保存加熱調理済み食品よりなる試料への栄養分の添加は、試料を容器に充填する前
または試料を容器に充填した後のいずれの段階で行ってもよい。
　試料に加える「０～１０℃の低温領域で繁殖する微生物の増殖を促進する栄養分」とし
ては、食品に付着していて０～１０℃の低温領域で繁殖する微生物の増殖を促進する栄養
分であればいずれでもよいが、そのうちでも、０～１０℃の低温領域で繁殖する耐熱性菌
（その中でも特にバチルス属、クロストリジウム属、ストレプトコッカス属から選らばれ
る１種または２種以上の菌）の増殖を促進する栄養分を加えることが、短い時間で、しか
も高い信頼性で、冷蔵保存加熱調理済み食品が安全か否かを確実に判定できる点から好ま
しい。
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　当該栄養分としては、蛋白質（その中でも、畜肉由来の蛋白質および／または大豆蛋白
質が好ましい）を含有するものが好適であり、具体例として、Oxoid社製「Nutrient Brot
h」、Bacto社製「Tryptic Soy Broth」、Difco社製「Brain Heart Infusion Broth」など
を挙げることができる。
　試料への当該栄養分の添加量は、試料（冷蔵保存加熱調理済み食品）の種類、栄養分の
種類などによって異なり得るが、栄養分が０～１０℃の低温領域で繁殖する耐熱性菌の増
殖を促進する上記で挙げた栄養分である場合には、冷蔵保存加熱調理済み食品よりなる試
料１ｇに対して、一般に、当該栄養分を０．５～１．５ｇ、特に０．６～１ｇの割合で加
えることが、冷蔵保存加熱調理済み食品に細菌などが付着していた場合にその増殖が促進
されて増殖に伴う発熱量の測定が短時間で確実に行われ、その結果冷蔵保存加熱調理済み
食品が安全か否かを短い時間で確実に行える点から好ましい。
【００２２】
　冷蔵保存加熱調理済み食品から採取した試料を容器に充填するに当たっては、試料のサ
イズが大きすぎると発熱量が正確に測定できにくくなるので、１０ｍｍ以下のサイズにし
て充填することが好ましく、５ｍｍ以下のサイズにして充填することがより好ましい。
【００２３】
　さらに、冷蔵保存加熱調理済み食品から採取した試料を容器に充填するに当たっては、
容器の内容積１０ｍｌ当たりにつき、当該試料を１～３ｇ程度の量で充填することが好ま
しい。
　冷蔵保存加熱調理済み食品の変質や腐敗は、一般に冷蔵保存加熱調理済み食品に付着し
ている好気性微生物によってもたらされるが、容器への冷蔵保存加熱調理済み食品よりな
る試料の充填量が多すぎると、容器内の酸素が少なくなって、安全性の判定が正確に行わ
れにくくなる。具体的には、冷蔵保存加熱調理済み食品に微生物（主に好気性微生物）が
多く付着していて本来は安全性に問題があるという判定結果にならなければいけない場合
であっても、微生物の増殖に伴って容器内が酸欠状態となり、微生物の正常な増殖が妨げ
られるなどのために、冷蔵保存加熱調理済み食品に付着している好気性微生物の増殖が抑
えられ、それに伴って測定される発熱量が小さくなり、発熱量が小さいことによって、「
微生物の付着が少なく安全である」という間違った判定がなされ易くなる。
　一方、容器への冷蔵保存加熱調理済み食品よりなる試料の充填量が少なすぎると、発熱
量の測定が正確に行われにくくなって、安全性の判定が正確に行われにくくなる。
【００２４】
　冷蔵保存加熱調理済み食品よりなる試料と前記栄養分を充填する容器は、熱伝導性の材
料からなり、完全密封できる容器であればいずれでもよく、例えば、金属製容器、ガラス
製容器などを挙げることができる。
　また、容器のサイズは特に制限されず、容器を配置する測定槽の大きさなどに応じて決
めることができ、一般的には内容積が３０～４０ｍｌ程度の容器が好ましく用いられる。
　容器への冷蔵保存加熱調理済み食品よりなる試料および前記栄養分は容器内に平らに充
填することが、発熱量の測定がより正確になる点から好ましい。
【００２５】
　冷蔵保存加熱調理済み食品よりなる試料を０～１０℃の低温領域で繁殖する菌の増殖を
促進する栄養分と共に容器に充填した後、密閉して、その容器を１５～２８℃の範囲内の
一定温度に維持した測定槽内に配置して発熱量を経時的に測定し、冷蔵保存加熱調理済み
食品を充填した容器を測定槽内に配置してから１２～２０時間経過した所定の時点（TＡ
）における発熱量の多少によって冷蔵保存加熱調理済み食品の安全性を判定する。
【００２６】
　発熱量を経時的に測定する際の測定槽の温度は、前記した１５～２８℃の範囲内の一定
温度であることが必要であり、１５～２５℃の範囲内の一定温度であることが好ましい。
　発熱量の経時的測定時の測定槽の温度が２８℃よりも高いと（特に３０℃以上であると
）、冷蔵保存加熱調理済み食品の冷蔵保存時に冷蔵温度で増殖する微生物が増殖するだけ
でなく、冷蔵温度（０～１０℃）では本来増殖せず冷蔵保存を行なう場合には問題になら
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ない微生物も同時に増殖して発熱するため、測定された発熱量が冷蔵温度で保存した際に
増殖する微生物の量に相関しなくなり、判定の対象である冷蔵保存加熱調理済み食品を冷
蔵温度で保存した際に微生物の増殖がなくその消費期限までは少なくとも安全か否かを判
定することができなくなる。一方、発熱量の経時的測定時の測定槽の温度が１５℃よりも
低いと、冷蔵保存加熱調理済み食品に冷蔵温度で増殖する微生物がかなり付着している場
合であっても、その増殖に時間がかかって安全性の有無の判断基準となる所定の発熱量値
に到達するまでに長い時間がかかるようになり、それに伴って冷蔵保存加熱調理済み食品
の安全性の判定に長い時間を要し、しかも正確な判定が行われなくなる。
【００２７】
　冷蔵保存加熱調理済み食品の安全性の判定の基準時点となる前記した「所定の時点（Ｔ
Ａ）」としては、冷蔵保存加熱調理済み食品および栄養分を充填した容器を測定槽内に配
置した後の１２～２０時間の範囲内において、冷蔵保存加熱調理済み食品の消費期限、種
類、調理方法、調理条件などに応じて、判定をより正確に行うことのできる時点を選択し
て「所定の時点（ＴＡ）」とする。
　所定の時間（ＴＡ）は、一般に以下のようにして決めることができる。
　すなわち、消費期限が冷蔵保存加熱調理済み食品を製造（加熱調理）してからＹ日後で
ある冷蔵保存加熱調理済み食品において、冷蔵保存加熱調理済み食品を０～１０℃の冷蔵
温度（例えば１０℃）で保存してＹ日が経った時点での生菌数が、安全な範囲を超える数
（例えば冷蔵保存加熱調理済み食品１ｇ当たり１．０×１０5ｃｆｕを超える数）になる
ような冷蔵保存加熱調理済み食品（安全性に問題のある冷蔵保存加熱調理済み食品）を用
いて、当該冷蔵保存加熱調理済み食品を、本発明の判定方法にしたがって、前記栄養分と
共に容器に充填して１５～２８℃の範囲内の一定の温度（例えば２５℃）に維持された測
定槽内に配置して発熱量を経時的に測定し、発熱量が急激に上昇した時点または発熱量が
ピークに達した時点を「所定の時点（ＴＡ）」とすることによって決めることができ、発
熱量がピークに達した時点を「所定の時点（ＴＡ）」とすることが好ましい。
　そして、本発明の判定方法による場合は、安全性の判定を行う基準時点である前記「所
定の時点（ＴＡ）」が、冷蔵保存加熱調理済み食品を、発熱量の測定装置の測定槽内に配
置してから１２～２０時間の範囲内の時点であるため、冷蔵保存加熱調理済み食品の安全
性の判定を、早期に行うことができる。
【００２８】
　前記「所定の時点（ＴＡ）」における発熱量の多少による冷蔵保存加熱調理済み食品の
安全性の判定に当たっては、
（ａ）所定の時点（ＴＡ）での発熱量の測定値が、基準値を超えていない場合に安全性が
合格と判定し、一方基準値を超えている場合に安全性が不合格と判定する方法；
（ｂ）冷蔵保存加熱調理済み食品を充填した容器を測定槽内に配置した時点（Ｔ０）から
所定の時点（ＴＡ）までの発熱量の積分値(△Ｈａ)が、基準の積分値を超えていない場合
に安全性が合格と判定し、一方基準の積分値を超えている場合に安全性が不合格と判定す
る方法；
（ｃ）冷蔵保存加熱調理済み食品を充填した容器を測定槽内に配置してから一定の時間が
経過した時点（ＴＢ）［但し時点（ＴＢ）は時点（ＴＡ）よりも前の時点である］と所定
の時点（ＴＡ）までの間の発熱量の積分値(△Ｈｂ)が、基準の積分値を超えていない場合
に安全性が合格と判定し、一方基準の積分値を超えている場合に安全性が不合格と判定す
る方法；
などを挙げることができる。
【００２９】
　上記した（ａ）～（ｃ）の方法において、発熱量の基準値、発熱量の基準の積分値は、
冷蔵保存加熱調理済み食品の種類、その消費期限の長さなどに応じて決めることができる
。
　また、上記（ｃ）における時点（ＴＢ）としては、所定の時点（ＴＡ）よりも１～１０
時間前の一定の時点、特に２～８時間前の一定の時点とすればよい。
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　上記した（ａ）～（ｃ）の方法のうち、上記（ａ）の方法は、所定時点（ＴＡ）におけ
る発熱量の測定値自体の大小をみるだけで（測定された発熱量が基準の発熱量値を超えて
いるか否かをみるだけで）、冷蔵保存加熱調理済み食品の安全性を簡単に判定できるとい
う長所がある。
　また、上記（ｂ）および（ｃ）の方法も、上記（ａ）の方法に次いで簡単に実施できる
方法である。
【００３０】
　本発明の判定方法を行うための装置は特に制限されず、上記した本発明の判定方法を円
滑に実施できる発熱量測定装置であればいずれも使用することができる。
　そのうちでも、本発明の判定方法は、栄養分を加えた冷蔵保存加熱調理済み食品を充填
した容器を収容し且つ容器に充填した冷蔵保存加熱調理済み食品の発熱量を測定するセン
サーを有するヒートシンク、ヒートシンクの外側を包囲する空気循環槽、当該空気循環槽
の外側を包囲する恒温水循環槽および当該恒温水循環槽の外側を包囲する断熱層からなる
測定槽を備える発熱量測定装置を用いることによって円滑に実施することができる。
　そのような発熱量測定装置における測定槽の例としては、図１に示すような測定槽Ａを
挙げることができる。
　図１においては、Ａは測定槽、１は栄養分を加えた冷蔵保存加熱調理済み食品を充填し
た容器、２は容器１に充填した冷蔵保存加熱調理済み食品の発熱量を測定するセンサー２
、３はヒートシンク、４は空気循環槽、５は恒温水循環槽、６は断熱層、７はファンを示
す。
　前記した発熱量測定装置は、例えば、日本医化器械製作所製「バイオサーモアナライザ
Ｈ２０１」などとして市販されている。当該市販の発熱量測定装置は、通常、コンピュー
ターを同時に備えていて、測定された発熱量の取り込み、解析、グラフによる表示などが
自動的に行われるようになっている。
【００３１】
　上記したような発熱量測定装置を用いて本発明の判定方法を行うに当たっては、測定槽
自体では防ぎきれない温度ムラや変動などが生ずることがあるので、そのような温度ムラ
や変動などのノイズを相殺して冷蔵保存加熱調理済み食品に基づく発熱量を正確に測定す
るために、冷蔵保存加熱調理済み食品に上記した栄養分を加えて容器に充填したものと比
熱容量が等しく、微生物増殖および化学的反応熱を伴わないものを対照（リファレンス）
（図１における８）として用いて、対照（リファレンス）について測定された発熱量をノ
イズとして、容器１について測定された発熱量から相殺する（引き算する）ようにして測
定を行う方法が好ましく採用される。
【実施例】
【００３２】
　以下に本発明を実施例などにより具体的に説明するが、本発明は以下の例により何ら限
定されるものではない。
　以下の例において、冷蔵保存加熱調理済み食品に付着している一般生菌数の測定は、次
のようにして行った。
［一般生菌数の測定］
　冷蔵保存加熱調理済み食品１０ｇを秤量し、滅菌水９０ｇを加え、マスティケーター（
IUL Instruments社製）にて８回／秒で６０秒間ストマッキングしたものを試料原液とし
て調製した。試料原液は必要に応じて１０倍希釈液とした。次に滅菌シャーレに入った滅
菌標準寒天培地（栄研化学社製）の表面に、前記試料原液を０．１ｍｌ分注し、コンラー
ジ棒を用いてこれを培地上に均一に広げた。それを３５℃で４８時間培養して、４８時間
培養後の集落（コロニー）の数を数えて、一般生菌数（ｃｆｕ／ｇ）とした。
【００３３】
《実施例１》
（１）　ニンジン、牛蒡、水戻しした干し椎茸、蒟蒻および玉葱をそれぞれ細かく刻んで
おき、釜に油を適量入れて熱し、そこに刻んだ材料を投入して炒め、次いでおからを追投
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入し、よく混ぜながら炒め、さらに調味料（砂糖、醤油、味醂、酒、出し汁）を加えて炒
り、程よくしっとりした段階で火を止めて、卯の花を調理した。釜ごと冷蔵庫に入れて、
約３時間かけて１０℃以下になるまで冷却した。この卯の花１０ｇを採取して、上記した
方法で一般生菌数を測定したところ、１００ｃｆｕ／ｇ未満と低い値であった。
（２）（ｉ）　上記（１）で得られた卯の花１００ｇを１０℃の冷蔵庫で８日間冷蔵保存
した後、冷蔵庫から取り出して、上記した方法で一般生菌数を測定したところ、１．０×
１０5ｃｆｕ／ｇを超えており（実際は１．１×１０5ｃｆｕ／ｇ）、消費期限を８日間と
した場合、安全性の点で問題があった。
（ii）　上記（ｉ）で得られた卯の花１００ｇを採取して、オートクレーブ（温度１２１
℃）に入れて１５分間滅菌処理した後、上記した方法で一般生菌数を測定したところ、１
００ｃｆｕ／ｇ未満と低い値であった。
（iii）　上記（１）で得られた卯の花１００ｇを採取して、オートクレーブ（温度１２
１℃）に入れて１５分間滅菌処理し、それを温度１０℃の冷蔵庫で８日間冷蔵保存した後
、冷蔵庫から取り出して、上記した方法で一般生菌数を測定したところ、１００ｃｆｕ／
ｇ未満と低い値であり、オートクレーブで滅菌処理した卯の花は、消費期限を８日間とし
た場合にも、当該８日後でも菌数が極めて少なく、冷蔵保存過熱調理済み食品として合格
であった。
（３）（ｉ）　上記（１）で得られた卯の花１００ｇを採取して、温度２５℃で１８時間
放置した後、上記した方法で一般生菌数を測定したところ、５．４×１０4ｃｆｕ／ｇで
あった。
（ii）　上記（１）で得られた卯の花１００ｇを採取して、オートクレーブ（温度１２１
℃）に入れて１５分間滅菌処理し、それを温度２５℃で１８時間放置した後、上記した方
法で一般生菌数を測定したところ、１００ｃｆｕ／ｇ未満と低い値であった。
（４）　上記（１）～（３）の結果を下記の表１に示す。
【００３４】
【表１】

【００３５】
（５）（ｉ）　上記（１）で得られた卯の花５ｇを無菌的に約５ｍｍの大きさに裁断した
後、内容積が３５ｍｌのガラス容器（ガラス製バイアル）に充填し、そこに栄養分として
肉エキスを含む液体培地（Oxoid社製「Nutrient Broth培地」）３ｍｌを加えて平らにし
て、ガラス容器入りの非滅菌卯の花試料を調製した［以下これを「非滅菌卯の花試料（ａ
）」という］。
（ii）　上記（ｉ）と同じ操作を採用してガラス製容器入りの卯の花試料を調製した後、
容器ごとオートクレーブ（温度１２１℃）に入れて、１５分間滅菌処理して、ガラス容器
入り滅菌卯の花試料を調製した［以下これを「滅菌卯の花試料（ｂ）」という］。
（iii）　測定対象試料と比熱容量が等しく、微細物増殖や化学的反応熱を伴わない試料
をリファレンス試料（ｃ）としてヒートシンク内中央部に配置し、その発熱量履歴をノイ
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ズとして測定し、そのノイズを各測定対象試料の発熱量履歴から引き算することにより、
真の発熱量を測定した。今回は、リファレンス試料（ｃ）として、上記「滅菌卯の花試料
（ｂ）」と同じものを用いた。
（iv）　上記（ｉ）で調製したガラス容器入りの非滅菌卯の花煮試料（ａ）と、上記（ii
）で調製したガラス容器入りの滅菌卯の花試料（ｂ）およびリファレンス試料（ｃ）を、
発熱量測定装置（日本医化器械製作所製「バイオサーモアナライザＨ－２０１」）のヒー
トシンク内に配置し、ヒートシンクの温度を２５℃に維持しながら３つの試料の発熱量を
経時的に測定し、リファレンス試料（ｃ）の発熱量履歴を引き算したところ、図２のグラ
フに示すとおりであった。
　なお、図２のグラフでは、発熱量を測定するためのセンサー２からの電圧出力を縦軸と
し、これを便宜上、発熱量としている
【００３６】
（６）（ｉ）　上記の表１の結果にみるように、上記(１)で製造された卯の花から採取し
た滅菌処理する前の卯の花［ガラス容器入りの非滅菌卯の花試料（ａ）の調製に用いた卯
の花］は、温度１０℃での冷蔵庫で８日間冷蔵保存した際に一般生菌数が１．０×１０5

ｃｆｕ／ｇを超えていて（実際は１．１×１０5ｃｆｕ／ｇ）、消費期限を製造後に８日
とする冷蔵保存加熱調理済み食品としては不合格である。
　そして、不合格品である滅菌処理されていない卯の花［非滅菌卯の花試料（ａ）；冷蔵
保存用卯の花］の安全性を本発明の方法で判定した場合には、図２のａのグラフにみるよ
うに、測定槽（ヒートシンク）内に配置してから１６時間が経過した時点で発熱量が急激
に上昇している。
（ii）　一方、上記の表１の結果にみるように、上記（１）で製造された卯の花から採取
した後にオートクレーブで滅菌処理した卯の花［ガラス容器入りの滅菌卯の花試料（ｂ）
の調製に用いた卯の花］は、温度１０℃での冷蔵庫で８日間冷蔵保存した際に一般生菌数
が１００ｃｆｕ／ｇ未満と低く、消費期限を製造後に８日とする冷蔵保存加熱調理済み食
品として安全に流通、販売が可能である。
　そして、合格品である滅菌処理した卯の花［滅菌卯の花試料（ｂ）；冷蔵保存用卯の花
］の安全性を本発明の方法で判定した場合には、図２のｂのグラフにみるように、測定槽
（ヒートシンク）内に配置してから２０時間が経過しても発熱量が極めて低い値のままで
ある。
（iii）　図２のグラフの結果は、本発明の判定方法に従うと、冷蔵保存加熱調理済み食
品の安全性（冷蔵保存加熱調理済み食品が少なくとも消費期限まで安全であるか否か）を
、冷蔵保存加熱調理済み食品を発熱量測定装置の測定槽内に配置してから１２～２０時間
以内の所定の時点（この実施例１では１８～１９時間の時点）で、速やかに且つ確実に判
定できることを裏付けている。
【００３７】
《比較例１》
（１）　実施例１の（５）において、卯の花をガラス容器に充填する際に栄養分を添加せ
ず、実施例１の（５）の（ｉ）～（iv）と同じ操作を行ったところ、図３のグラフに示す
とおりの結果であった。図３のグラフにおいて、ａ’は栄養分を添加してない非滅菌卯の
花試料（ａ）の発熱量を経時的に測定したグラフであり、ｂ’は栄養分を添加してない滅
菌卯の花試料（ｂ）の発熱量を経時的に測定したグラフである。
　なお、図３のグラフでは、発熱量を測定するためのセンサー２からの電圧出力を縦軸と
し、これを便宜上、発熱量としている。
（２）　図３のａ’のグラフにみるように、不合格品である滅菌処理されていない卯の花
［非滅菌卯の花試料（ａ）（但し栄養分を含まず）；冷蔵保存用卯の花］では、測定槽（
ヒートシンク）内に配置してから２０時間が経過した時点で発熱量が緩やかに上昇してお
り、安全性の判定に２４時間以上かかる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
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　本発明の判定方法による場合は、冷蔵保存加熱調理済み食品が、少なくともその消費期
限まで安全に食し得るか否かを、簡単な操作で、従来よりも短縮された時間で正確に判定
でき、安全性の判定を終了してから当該加熱調理済み食品を速やかに出荷することができ
るので、冷蔵保存加熱調理済み食品に対する市場の信頼を保つことができ、更に消費期限
まで長い時間にわたって当該冷蔵保存加熱調理済み食品を販売できて売り上げ促進に寄与
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の判定方法で用いる発熱量測定装置における測定槽の一例を示す図である
。
【図２】実施例１における発熱量の経時的な測定結果を示すグラフである。
【図３】比較例１における発熱量の経時的な測定結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【００４０】
　Ａ　測定槽
　１　冷蔵保存加熱調理済み食品を充填した容器
　２　発熱量を測定するためのセンサー
　３　ヒートシンク
　４　空気循環槽
　５　恒温水循環槽
　６　断熱層
　７　ファン
　８　リファレンス試料を充填した容器

【図１】

【図２】

【図３】
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